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1 . はじめに

三重県亀山市は、旧関町と旧亀山市が合併し 「亀山市」と

なった。現在、亀山市は旧東海道を軸とした景観まちづくり

の為に亀山市景観計画を策定中である。旧関町では伝統的建

造物群保存地区である関宿保存対策調査を通じてその景観現

況は十分に研究が行われてきた一方で、旧亀山市では旧亀山

城址周辺及び旧東海道沿道の調査による旧亀山市の景観現況

の研究は行われてこなかった。

2009年 1月に、亀山市における旧東海道沿道全域が対象範

囲である 「亀山市歴史的風致維持向上計画」が 「地域におけ

る歴史的風致維持及び向上に関する法律」に基づく国認定を

受けた。これを踏まえて、本調査対象地区を亀山市歴史的風

致維持向上計画の対象範囲と整合させ、 2008年度、 2009年

度において旧東海道沿道全域の町並み調査を行った。

本研究は、亀山市における 旧東海道沿道全域を含む旧亀山

城址周辺及び旧東海道沿道を対象とし、町並み調査を通して

建築物の種別・高さ ・形態・意匠等を把握し、亀山市景観計画に

おける重点地区（案）及び景観形成基準（案）を提案することを

目的とする。

2. 建築物を中心とした景観の特微

2章は、旧亀山城址周辺及び旧東海道沿道における建築物

を中心とした景観の特徴を明らかにすることを目的とする。

2-1 建築物の調査

(1)調査の対象地区

亀山市における旧東海道沿道全域を 6つの地区に区分する。

本調査の対象地区は、旧亀山城址周辺 (D地区）を中心に、京

側、江戸側に伸びるそれぞれの旧東海道沿道(A、C、E、F地

区）の 5つの地区を本調査の対象地区とする。
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図 1 東海道沿道地区及び亀山城下町地区（本調査対象地区）
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(2)調査内容

固 2に調査の内容として本調査の調査項目を示す。

言 田三
色彩、素材）

開口部2階以上（有無、形式

色彩、素材）

軒 ・庇（有無、色彩、 素材）

外壁（色彩、 素材）

開口部 1階（有無、

形式、色彩、素材）

" 
外構（有無、種別）

図2 本調査の調査項目一
|冤.,,}1 ・-__ , -.. ヽ

~,,

1)三重大学大学院工学研究科 Graduate Schoo I, F acu I ty of Eng. , Mi e Univ. 

2)亀山市産業建設部まちづくり推進室 KameyamaCity Office 

研
究
成
果
報
告

- 85-



2-2 優位性の高い傾向にある要素

町並み調査の結果をゾーン毎に整理し、各ゾーンにおける

優位性の高い傾向にある要素を明らかにする。まず、旧亀山

城址周辺及び旧東海道沿道における建築物の調査結果におい

て、 60%以上の割合を占めている要素を優位性の高い傾向にあ

る要素として取り上げる。次に、旧亀山城址周辺及び旧東海

道沿道における建築物の調査結果において、各地区の平均よ

りも 5%以上割合が高くなる要素を優位性の高い傾向にある要

素として取り上げる。各地区における特徴的なゾーンを例に

して、優位性の高い傾向にある要素を表 2、表 3に示す。

2-3 建築物の主要な要素におけるゾーンの特徴

表 2、表 3における調査項目から、景観に特徴を与える項

目を抜粋し、各ゾーンの景観の特徴を明らかにする。本調査

において挙げることができた 8種類の建物種別と定義を表 4

に示す。以下、表 2、表 3に示す 7ゾーンの中から 5ゾーン

を例にして、ゾーンの特徴を示す。

A地区②沓掛は 1・2階建で切妻屋根や黒・灰色系の和瓦を

使った平入りの住居系建築物を多く有し、壁面位置がセット

表 4 建物種別と定義

苔：詈翌翌：信き詈号喜屑言呈詈し`

“ 
バックせずに連続して建ち並んでいる。また、町屋型建築物

lIを残しているという特徴が見られた。（表 5)

表 5 建築物の主要な要素の特徴IA地区②沓掛

D地区②南崎武家屋敷は 1・2階建で平入りや壁面位置をセ

ットバックした住居系建築物を多く有し、石垣など武家地の

特徴である外構を多く有している。また、武家屋敷型建築物

を残しているという特徴が見られた。（表 7)

壁面位口の
セットハック

建築物の主要な要素の特徴ID地区②南崎武家屋敷

.i:l 

E地区①本町街道筋は 1・2階建で切妻屋根や黒・灰色系の

和瓦を使った住居系建築物を多く有し、壁面位置がセットバ
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F地区③井田川街道筋は 1・2階建で黒・灰色系の和瓦を使

い、壁面位置をセットバックした住居系建築物を多く有し、

街道沿い集落IIの特徴である外構を多く有している。また、

農家型建築物を残しているという特徴が見られた。（表 9)
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2章では、旧亀山城址周辺及び旧東海道沿道における建築物

を中心とした景観の特徴について明らかにすることができた。

A地区では、宿場町であったゾーンに町屋型建築物Ilが比較

的多く残っており、街道沿い集落 Iであったゾーンに町屋型建

築物Ilと共に外構を有する町屋・農家中間型建築物が残ってい

た。C地区では、農家型建築物を残し建築物が外構を有する景

観から、町屋型建築物を残し建築物が連続して建ち並ぶ景観へ

と、その変化が見られた。D地区では、城郭であったゾーンに

公共施設が建ち、残存する城郭建築はわずかであった。武家地

であったゾーンに武家屋敷型建築物はほとんど残っていなかっ

たが、外構を有するという武家地の特徴は残っていた。町人地

であったゾーンに比較的多く町屋型建築物 Iが残っていた。E

地区では、町人地であったゾーンに比較的多く町屋型建築物 I

が残っていた。F地区では、街道沿い集落Ilであったゾーンに

植栽等の外構を有する農家型建築物が比較的多く残っていた。

以上の特徴から、近世の土地利用が現在の建築物を中心と

した景観の特徴に影響を与えていることが確認出来た。また、

近世の土地利用を色濃く表す建物種別を挙げることが出来た。

3. 重点地区（案）及び景観形成基準（案）の提案

3章は、旧亀山城址周辺及び旧東海道沿道における建築物

を中心とした景観の特徴をふまえて、亀山市景観計画におけ

る重点地区（案）及び景観形成基準（案）を提案することを目的

とする。

3-1 重点地区（案）の提案

亀山市は、亀山市景観計画（素案）により市全域が景観計画

区域として位置づけられている。また、景観計画区域のうち、

積極的に景観形成に取り組んでいくことにより亀山市の景観

の特徴がより明確となる地区を景観形成推進地区（案）とし、

東海道沿道地区、亀山城下町地区、関宿周辺地区、坂本棚田

地区、国道 1号地区の 5地区が景観形成推進地区（案）として

位置づけられている。この内、東海道沿道地区及び亀山城下

町地区は亀山市の景観まちづくりにおける最重要地区であり、

本調査対象となっている。ここでは、東海道沿道地区及び亀

山城下町地区において重点地区（案）を設定する。

東海道沿道地区及び亀山城下町地区におけるゾーン毎に基

本となる建物種別を整理した。基本となる建物種別と調査対

象地区の関係を圏 3に示す。囮 3に示すゾーンの内、基本と

なる建物種別が挙げられた計 20ゾーンを重点地区（案）とし

て設定する。

3-2建物種別毎の景観形成基準（案）の提案

(1)建物種別毎の景観形成基準（案）の設定

表 4に示す 8種類の建物種別の内、近代建築においては景

観（外観）上、他の建物種別と大きな違いがあるものの、建築

物毎に意匠が大きく異なり基本となる景観形成基準（案）の設

定が難しい為、建物種別毎の景観形成基準（案）から除外する。

建物種別毎の景観形成基準（案）は武家屋敷型建築物、町屋型

建築物 I、町屋型建築物 II、町屋・農家中間型建築物、農家

型建築物、土蔵、社寺型建築物の 7種類に対して設定する。

(2)建物種別毎の景観形成基準（案）の適用地区

7種類の建物種別毎の景観形成基準（案）と適用地区の関係

は、図 3で示す通りである。

重点地区（案）の内、東海道沿道地区においては、半数を超

えるゾーンで町屋・農家中間型建築物が現れることにより、

基本となる建物種別が 2種類挙げられるゾーンが見られた。

一方、亀山城下町地区においては、原則、基本となる建物種

別は 1種類しか挙げられないが、 D地区③西丸町においては

基本となる建物種別が 2種類挙げられた。これら基本となる

建物種別が 2種類挙げられた地区において、どちらの建物種

別に対する景観形成基準（案）を適用する事が望ましいかの判

断は、ゾーン毎における建物種別の分布の特徴等を考慮して

判断することとする。

土蔵及び社寺型建築物においては全地区に現れる為、土蔵

及び社寺型建築物に対する景観形成基準（案）は全地区で適用

することとする。
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(3)建物種別毎の景観形成基準（案）の内容

その 1で明らかにした優位性の高い傾向にある要素を基に、

建物種別毎の景観形成基準（案）を提案する。

景観形成基準（案）は、積極的な景観形成を図る重点地区

（案）への適用を前提に設定する。ただし、より緩やかな景観

形成を図る景観形成推進地区（案）として位置づけられた場合

は、重点地区（案）における基準から項目を絞り適用させるこ

とを提案する。

土蔵及び社寺型建築物においては建築物毎に意匠が大きく

異なり詳細な景観形成基準（案）の設定が難しい為、景観形成

推進地区（案）のみを想定して提案を行う 。

一例として、町屋型建築物 Iに対する基準とゾーン毎にお

ける優位性の関係を表 10に、重点地区（案）における町屋型建

築物 Iに対する基準の適用例を圏 4に示す。

図 4 重点地区 （案）における町屋型建築物 Iに対する基準の適用例

4. まとめ

本研究では、亀山市歴史的風致維持向上計画との整合性を

図る為、亀山市における旧東海道沿道全域を含む旧亀山城址

周辺及び旧東海道沿道の町並み調査を行った結果、 8種類の

建物種別を挙げることが出来た。また、旧亀山城址周辺及び

旧東海道沿道における建築物を中心とした景観の特徴を明ら

かにし、建物種別を軸に、重点地区（案）及び景観形成基準（案）

を提案することが出来た。

今後は、重点地区（案）における景観形成基準（案）の成案化、

亀山市歴史的風致維持向上計画との調整、準防火地域におけ

る景観形成基準（案）の検討等について検討する必要がある。
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●糧 困麓な場合は層囲の1!1史的町菫みとの鯛和に配●する．

形..式 . !!"貴！ ．． ．．． ．。．．． ．． ．．． .9. .． ... ・"・ （向き、融式、 ◎ 
色影．素材） 巳鵞... ［・暴・・・・・灰・・・色・・・憂・・】・・.  .． ... ．゚．．． ．． ．．． .． ... ．． ．．． .゚... .． ... .9. .． ... .9. -"- ．． .． ... 

素材 ＂直l ● 0 ・。 ． • 0 • 0 ・。
軒庇は臼＊瓦憂色 II版重き極葺きを轟本とする．鯛版置き極葺きの湯合Iii: 青鑽 【あり】

゜
。

゜ ゜ ゜

軒（色・影庇．景材）

素材色とする．

゜

.. 
1庸に設ける軒庇は戴り合う●●物の軒庇の冨さにそろえることを基本とする． 色影 ［贔灰色畢l • 0 

゜ ゜ ゜なお、困●な湯合は軒 IEの色影を● 駅色i!•とし●囲の塁史的町菫みとの調

和iこ配●する． 素材 ［和l
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

道蒻に面する鴫具は木艦を基本とする． コ『一 ｛あり】 ． ． • 0 ． ． ． ． ． 
闊口鄭には木製の碍子を設けることを基本とする． 1櫓子l

゜ ゜なお、困麓な場合は道鶉に面する111ロ鄭●具の色彰を子桑事とし,/111!11の墨史的 1朧
1荼畢l

゜
• 0 髭 町望みとの・和に配慮する．：開0麟●具 環村 ［.木...璽...l. 

, __ 
［あり】 。・ 。・

゜ ゜ ゜● 匠 -~ [II子l
゜ ゜藁 '" 【茶畢l 0 • 

゜ ゜ ・。喪
［木襲J

゜ ゜ ゜ ゜
外畳の鑽村は木製濠鴫暮を基本とする．なお、困麓な湯合は外●の色彰を茶裟

色彩
［茶畢l

゜ ゜ ゜鳥灰色日系事とし属圏の墨史的町菫みとの調和に配慮する．
［.鼻...・灰...色...・.白...畢..l.. ．。．．． 外豊
【木J

囀..
素材

1鷺鴫J
゜ ゜

肇 樋の豪材11:鑽餐を基本とする．なお｀困爾な場合は11の色影を苓鳳色系事とし｀ .. ．．撫．．． 1.あ...り..】. .!!. .． ... ．゚．．． .． ... .゚... ・ ． ・・・ .． ... 
_, 

.. ． ... .． .. . 

纂lit II 
層囲の歴史的町菫みとの・和に記●する． 色彩 1荼・暴畢l .4!. ．゚．．． -"- .゚... .． ... 

＇ 
.． ... .,. ．゚．．． ．． ．．． .!!. ◎ 

素材

＂＂＂ 
゜． 

設鑽機●（空●宣外纏ポイラー事）はii鱚囀の公共空間から直撞菖見しにくい位量に，彎
設億 設置、配●することを基本とする．なお．上記骰量が困鯖な場合は＊駁稔子で遭うなど 膏籟 【あり】

゜
◎ ... ●囲のIll史的町並みとの■和I~慮する．

． 遍鰭に面した郵分には、●●及び駐●場を設置しない事を基本とする．なお、困 【なしl .． ... .C/. -"-.゚... ・" .0 ．． ．． ．． ． 

庫． 事畢・駐車湯

鴫な場合は門を設ける鴫その位●や形状＊出入口の鳳の重匠事を工夫しまた
［●内駐皐湯あり］ .9. ..゚.. . 壇櫂（暢鑽H渭＇で修景璽●するなど ',111!1の墨史的町菫みとの調和に配●する． 駐軍スベース
【●外駐皐湯ありJ

，．．．．．．．．． 

駐
［駐皐場用遍霞あり】

． 
道麗lこ面して門蠣壇柵（櫨蠍N胃を設ける湯合は橙覇 .'l'.屯とすることを基本 賓綱 1なしl . ゚... .． ... ．゚．．． ・゚・・ ．． ．．． ・゚・・・ • .9 . 湯
とし、層囲の歴史的IJ並みとの●和1::配●する． r .. 駅櫨•·讐鴫）l

゜ ゜ ゜外 外構
糧別 I●戴l

゜構 1石置l
゜

色彰 色影の窮織については、胴遍．亀山市景■tt璽の中で定められたとおりとする． ◎ 

【凡例】重点地区● 60%以 上 、〇平均値+5%以上
【町●塁董藁物 l.l . ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

（重簗物の）種別 ［町●型●藁物 llの
7佑 18A箕｝ 2• 件 17.1灼 ＂件 (16.5り 32件 13.nl 31件(11.91) 6件""'' 7件(5幻 5件(I叩

景観形成推進地区◎ 該当する基準 件薮と割合

赤字景観形成基準（案） のキーワード
●●重賽●遣物 [Ir●型●鱗物 I]の

4件 ,. 件 12件 25件 22件 s件 9件 “牛（鑽糟Hこおける糧 件歓

-88-




